
○
総
務
省
告
示
第
百
七
十
九
号
（
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
最
終
改
正
）

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第

三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
号
寄
附
金
の
募
集
の
適
正
な
実
施
に
係
る
基
準
並
び
に
物
品
又
は

役
務
に
類
す
る
も
の
、
返
礼
品
等
の
調
達
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
の
方
法
及
び
返
礼
品
等
の
基
準
を
次
の
よ
う
に

定
め
、
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
（
個
人
が
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
（
以
下
「
地
方
団
体
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る

寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
、
当
該
寄
附
金
に
つ
い
て
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
寄
附
金
税
額
控
除
を
適
用
す
る
制
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
ふ
る
さ
と
や
お
世
話
に
な
っ

た
地
方
団
体
に
感
謝
し
、
若
し
く
は
応
援
す
る
気
持
ち
を
伝
え
、
又
は
税
の
使
い
途
を
自
ら
の
意
思
で
決
め
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
創
設
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
適
切
な
運

用
に
資
す
る
た
め
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
対
象
と
な
る
地
方
団
体
の
指
定
に
係
る
基
準
等
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。



（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
）

第
二
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

物
品
又
は
役
務
と
交
換
さ
せ
る
た
め
に
提
供
す
る
も
の

二

電
気
（
こ
れ
と
交
換
さ
せ
る
た
め
に
提
供
す
る
も
の
を
含
む
。
）

（
募
集
の
適
正
な
実
施
に
係
る
基
準
）

第
三
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定

め
る
基
準
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
（
地
方
団
体
が
食
品
（
食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
食
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第

二
項
に
規
定
す
る
返
礼
品
等
（
以
下
「
返
礼
品
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
提
供
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
）
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

地
方
団
体
に
よ
る
第
一
号
寄
附
金
（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
募
集
と
し
て
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
わ
な
い
こ
と
。

イ

特
定
の
者
に
対
し
て
謝
金
そ
の
他
の
経
済
的
利
益
の
供
与
を
行
う
こ
と
を
約
し
て
、
当
該
特
定
の
者
に

第
一
号
寄
附
金
を
支
出
す
る
者
（
以
下
「
寄
附
者
」
と
い
う
。
）
を
紹
介
さ
せ
る
方
法
そ
の
他
の
不
当
な

方
法
に
よ
る
募
集



ロ

次
に
掲
げ
る
者
を
通
じ
た
募
集

寄
附
者
か
ら
返
礼
品
等
の
譲
渡
を
受
け
、
当
該
寄
附
者
に
そ
の
対
価
と
し
て
金
銭
の
支
払
を
す
る
こ

(1)
と
を
業
と
し
て
行
う
者

第
一
号
寄
附
金
の
寄
附
に
伴
っ
て
寄
附
者
に
対
し
金
銭
そ
の
他
の
経
済
的
利
益
（
第
一
号
寄
附
金
に

(2)
係
る
決
済
に
伴
っ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
通
常
の
商
取
引
に
係
る
決
済
に
伴
っ
て
提
供
さ
れ

る
も
の
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
提
供
す
る
者
（
第
三
者
を
通
じ
て
提
供
す
る
者
を
含
む
。
）

ハ

返
礼
品
等
を
強
調
し
た
寄
附
者
を
誘
引
す
る
た
め
の
宣
伝
広
告
（
当
該
地
方
団
体
と
第
一
号
寄
附
金
の
募

集
に
関
し
契
約
を
行
っ
た
者
及
び
当
該
地
方
団
体
の
返
礼
品
等
を
取
り
扱
う
者
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）

ニ

寄
附
者
に
よ
る
適
切
な
寄
附
先
の
選
択
を
阻
害
す
る
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
情
報
提
供

ホ

当
該
地
方
団
体
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
対
す
る
返
礼
品
等
の
提
供

二

指
定
対
象
期
間
（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
対
象
期
間

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
初
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
及

び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
第
一
号
寄
附
金
の
募
集
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
一
の

者
に
支
払
っ
た
額
（
一
の
者
に
複
数
の
支
払
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
合
計
額
）
が
百
万
円
以
上
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
指
定
対
象
期
間
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
支
払
先
の
氏
名

又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
支
払
額
及
び
支
払
目
的
を
記
載
し
た
一
覧
表



を
作
成
し
、
公
表
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
支
払
先
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
公
表
に
つ
い
て
当
該
個
人
の
同
意
が

あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
個
人
の
氏
名
及
び
住
所
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
を
公
表
し
な
い
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。

三

地
方
団
体
が
返
礼
品
等
と
し
て
提
供
す
る
食
品
を
取
り
扱
う
者
に
よ
る
当
該
食
品
の
産
地
名
の
適
正
な
表
示
を

確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

イ

当
該
者
と
の
契
約
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

当
該
者
に
お
い
て
、
当
該
食
品
の
産
地
名
を
適
正
に
表
示
す
る
旨
の
規
定

(1)

当
該
地
方
団
体
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
調
査
（
実
地
調
査
を
含
む
。
）
を
行
う
こ

(2)
と
が
で
き
る
旨
の
規
定

ロ

イ
に
掲
げ
る
契
約
の
規
定
に
基
づ
き
、
定
期
的
に
必
要
な
調
査
等
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
者
に
お
い
て
当

該
食
品
の
産
地
名
の
適
正
な
表
示
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
疑
わ
れ
る
場
合
又
は
当
該
食
品
に
つ
い
て
第

六
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
実
地
調
査
等
を
行
う
こ
と
。

（
寄
附
金
の
活
用
に
係
る
基
準
）

第
四
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
指
定
対
象

期
間
に
お
け
る
第
一
号
寄
附
金
の
募
集
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

額
は
、
指
定
対
象
期
間
に
お
い
て
受
領
す
る
第
一
号
寄
附
金
の
募
集
に
要
す
る
費
用
（
法
附
則
第
七
条
第
二
項
に
規

定
す
る
申
告
特
例
の
求
め
に
関
す
る
事
務
、
第
一
号
寄
附
金
の
受
領
を
証
す
る
書
類
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
当
該
募



集
に
付
随
し
て
生
ず
る
事
務
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。

２

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
地

方
団
体
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
決
算
を
議

会
の
認
定
に
付
し
た
と
き
に
、
遅
滞
な
く
、
指
定
対
象
期
間
の
初
日
の
属
す
る
年
度
及
び
指
定
対
象
期
間
の
末
日
の

属
す
る
年
度
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定

す
る
寄
附
金
活
用
可
能
額
の
使
途
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
地
方
団
体
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
返
礼
品
等
の
調
達
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
）

第
五
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
個
別
の
第
一
号

寄
附
金
の
受
領
に
伴
い
提
供
す
る
返
礼
品
等
の
調
達
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

一

返
礼
品
等
の
調
達
に
要
す
る
費
用
の
額
と
は
、
個
別
の
返
礼
品
等
の
調
達
の
た
め
に
、
地
方
団
体
が
現
に
支
出

し
た
額
と
し
、
支
出
の
名
目
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方
団
体
が
支
出
し
た
額
が
当
該
返
礼
品
等
の
数
量
又
は
内

容
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
支
出
し
た
額
を
含
む
も
の
と
す
る
。

二

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
返
礼
品
等
が
、
当
該
地
方
団
体
が
保
有
し
、
若
し
く
は
管
理
す
る
施
設
若
し
く

は
設
備
を
使
用
さ
せ
る
役
務
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
地
方
団
体
が
自
ら
提
供
す
る
役
務
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該



施
設
若
し
く
は
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
又
は
当
該
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
に
関
し
て
通
常
要
す
る
額
を
当
該
返
礼

品
等
の
調
達
に
要
す
る
費
用
の
額
と
す
る
。

（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
四
号
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
）

第
六
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定

め
る
基
準
は
、
地
方
団
体
が
提
供
す
る
返
礼
品
等
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
当
該
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
返
礼
品
等
と
の
み
交
換
さ
せ
る
た
め
に
提
供
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

当
該
地
方
団
体
の
区
域
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
地
方
団
体
の
区
域
内
に
お
い
て
返
礼
品
等
の
原
材
料
の
主
要
な
部
分
が
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

当
該
地
方
団
体
の
区
域
内
に
お
い
て
返
礼
品
等
の
製
造
、
加
工
そ
の
他
の
工
程
（
イ
及
び
第
五
号
に
お
い
て

「
製
造
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
に
よ
り
当
該
返
礼
品
等
の
価
値
の
過
半
が
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
工
程
が
食
肉
の
熟
成
又
は
玄
米
の
精
白
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
地
方
団
体
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
も
の
を
原
材
料
と
す
る
も
の

に
限
る
こ
と
。

イ

当
該
地
方
団
体
の
区
域
内
に
お
い
て
製
造
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
当
該
返
礼
品
等
の
価
値
の
過
半
が
生
じ
て

い
る
旨
の
証
明
（
ロ
に
お
い
て
「
証
明
」
と
い
う
。
）
が
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
返

礼
品
等
の
製
造
等
を
行
う
者
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
も
の



ロ

当
該
地
方
団
体
が
第
一
号
寄
附
金
の
受
領
に
伴
い
本
号
に
該
当
す
る
返
礼
品
等
を
提
供
す
る
旨
を
表
示
し
て

当
該
第
一
号
寄
附
金
の
募
集
を
開
始
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
地
方
団
体
に
よ
っ
て
、
証
明
の
内
容
が
総
務
大

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
表
さ
れ
る
も
の

四

返
礼
品
等
を
提
供
す
る
市
町
村
又
は
特
別
区
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
「
市
区
町
村
」
と
い

う
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
近
隣
の
他
の
市
区
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
生
産
さ

れ
た
も
の
と
混
在
し
た
も
の
（
流
通
構
造
上
、
混
在
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ

と
。

五

地
方
団
体
の
広
報
の
目
的
で
製
造
等
が
さ
れ
た
当
該
地
方
団
体
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ

ズ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

形
状
、
名
称
そ
の
他
の
特
徴
か
ら
当
該
地
方
団
体
の
独
自
の
返
礼
品
等
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
も
の

ロ

指
定
対
象
期
間
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
月
一
日
か
ら
そ
の
翌
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
当

該
地
方
団
体
が
広
報
の
目
的
で
自
ら
調
達
し
、
配
布
又
は
販
売
を
行
っ
た
実
績
（
返
礼
品
等
の
提
供
に
よ
る
も

の
を
除
く
。
）
が
あ
る
も
の

ハ

指
定
対
象
期
間
に
お
い
て
、
当
該
地
方
団
体
が
広
報
の
目
的
で
自
ら
調
達
し
、
配
布
又
は
販
売
を
行
う
計
画

（
返
礼
品
等
の
提
供
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
定
め
て
い
る
も
の

ニ

指
定
対
象
期
間
に
お
い
て
、
当
該
地
方
団
体
が
返
礼
品
等
と
し
て
提
供
す
る
数
量
が
、
ロ
の
配
布
又
は
販
売



を
行
っ
た
数
量
を
超
え
な
い
も
の

六

前
各
号
に
該
当
す
る
返
礼
品
等
と
当
該
返
礼
品
等
に
附
帯
す
る
も
の
と
を
合
わ
せ
て
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
当
該
返
礼
品
等
の
価
値
が
当
該
提
供
す
る
も
の
の
価
値
全
体
の
七
割
以
上
で
あ
る
こ
と
。

七

当
該
地
方
団
体
の
区
域
内
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
役
務
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
宿
泊
（
飲
食
を
伴
う
も

の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
に
係
る
役
務
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
役
務
の
主
要
な
部
分
が
当
該
地

方
団
体
に
相
当
程
度
関
連
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
の
二

当
該
地
方
団
体
の
区
域
内
に
所
在
す
る
宿
泊
施
設
で
あ
っ
て
、
当
該
地
方
団
体
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区

域
内
に
お
い
て
の
み
宿
泊
施
設
の
運
営
を
行
う
者
が
運
営
す
る
も
の
（
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
等
の
方
式
に

よ
り
、
当
該
地
方
団
体
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
外
に
所
在
す
る
宿
泊
施
設
の
ブ
ラ
ン
ド
名
を
冠
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
お
け
る
宿
泊
の
提
供
に
係
る
役
務
で
あ
る
こ
と
。

七
の
三

当
該
地
方
団
体
の
区
域
内
に
所
在
す
る
宿
泊
施
設
に
お
け
る
宿
泊
の
提
供
に
係
る
役
務
で
あ
っ
て
前
号
に

該
当
し
な
い
も
の
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
役
務
の
調
達
に
要
す
る
費
用
の
額
が
一
夜
に
つ
き
一
人
当
た
り
五
万
円
を
超
え
な
い
も
の

ロ

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法

律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
常
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
た
非
常
災
害
に
際
し
災

害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
発



生
市
町
村
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
地
方
団
体
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の
（
特
定
非
常
災
害
の
被
害

者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
特
定
非
常
災
害
発
生

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
指
定
対
象
期
間
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

七
の
四

当
該
地
方
団
体
の
区
域
内
に
お
い
て
地
域
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電
気
で
あ
る
こ
と
。

八

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
返
礼
品
等
で
あ
る
こ
と
。

イ

市
区
町
村
が
近
隣
の
他
の
市
区
町
村
と
共
同
で
こ
れ
ら
の
市
区
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
前
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
を
共
通
の
返
礼
品
等
と
す
る
も
の

ロ

都
道
府
県
が
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
複
数
の
市
区
町
村
と
連
携
し
、
当
該
連
携
す
る
市
区
町
村
の
区
域

内
に
お
い
て
前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
当
該
都
道
府
県
及
び
当
該
市
区
町
村
の
共
通
の
返
礼

品
等
と
す
る
も
の

ハ

都
道
府
県
が
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
複
数
の
市
区
町
村
に
お
い
て
地
域
資
源
と
し
て
相
当
程
度
認
識
さ

れ
て
い
る
物
品
及
び
当
該
市
区
町
村
を
認
定
し
、
当
該
物
品
を
当
該
市
区
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
返
礼
品
等
と
す

る
も
の

九

震
災
、
風
水
害
、
落
雷
、
火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
被
害
を
受
け
る
前
に
提
供
し
て
い
た
前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
返
礼
品
等
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
返
礼
品
等
を
代
替
す
る
も
の
と
し
て
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。




